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倒 木 更 新 

ごあいさつ 

 代表 

 上川路 長生 

 会う人との会話がお互いにまず「暑いですね」だった猛

暑が終わり、畦道の真っ赤なヒガンバナが田園地帯に彩り

を添える10月になりました。今年も台風が次々と襲来して

日本列島に大雨を降らせ河川を氾濫させました。“史上最

強”級とテレビは警戒を呼び掛けた台風10号は、海上では

自転車並みで九州上陸後は歩行者並みの記録的な歩みの遅

さで、被害を与えました。 

 台風10号によって土砂崩れや倒木が相次いだ屋久島町で

は、秋の登山シーズンで観光に暗い影を落とすことになり

ました。人気の白谷雲水峡の散策ルートにある推定樹齢 

3千年の『弥生杉』が、台風被害で根本から1.5メートルを

残して無残にも倒れてしまいました。“縄文杉”“紀元

杉”と共に多くの人に親しまれていただけに、ショックは

大きいものでした。屋久島には“倒木更新”の言葉があっ

て、巨大杉が倒れればそこからまた新しい芽が出ると伝え

られていて、“弥生杉”の更新が願われます。 

 自民党総裁選と立憲民主党代表選は、共に9月投開票さ

れました。二つの党首選は“選挙の顔”を懸けた戦いにな

りました。岸田文雄自民党総裁の退陣表明を受けて候補 

9人が乱立した自民党総裁選は、高市早苗氏と石破茂氏と

の上位2人の決戦投票となりました。『派閥解消』を受け

た選挙戦でしたが、菅義偉前首相、麻生太郎副総裁、岸田

文雄首相の3人のキーパーソンの動きが勝敗を分けまし

た。背水の陣の五度目の挑戦で、逆転勝利して石破新総裁

の誕生となりました。選挙戦を通じて、安定感のある経験

豊かな石破氏が議員票を集めて、多事多難の日本国の舵取

り役を担うことに決まりました。 

 4氏で争われた立憲民主党代表選は、野田佳彦元首相に

代表が決まりました。大きな争点となっていたのが、衆院

選で自民政権を過半数割れに追い込むために、他の野党と

どのように連携していくかです。派閥裏金問題で自民党に

対して不信が募る中で、国民が政権を託す選択肢になり得

るのか、野党第一党としての存在意義が問われています。 

 障がい者スポーツの祭典パラリンピック・パリ大会は、

9月8日、12日間の熱戦の幕を閉じました。日本は金メダル

14個を獲得して、東京大会の13個を上回る健闘を見せまし

た。選手達は障がい者としてではなく一人のアスリートと

して、迫力や競技性の高さを感じさせる場面が多くありま

した。パラアスリートには多くのドラマがあり、失意のど

ん底から這い上がった努力と周囲の支えなどの背景に、心

が揺さぶられます。原則無観客開催の前回東京大会にはな

かった観客との一体感があり、アスリートの奮闘が会場を

沸かせ見る者に驚きと感動を与えてくれました。 

 奄美大島の貴重な生態系に深刻な影響を与えてきた外来

種のマングースを根絶したと環境省は宣言しました。広範

囲に定着した外来種の根絶は世界でも例がないという快挙

です。毒蛇のハブを駆除することを目的に持ち込まれて当

初30匹だったのが、ピーク時には約1万匹にまで増えたと

いいます。ハブを捕食せずに国の特別天然記念物のアマミ

ノクロウサギなどの希少動物が次々と襲われ農作物などに

も被害が出ました。貴重な生態系を守りたいと駆除に尽力

した島民の熱意が、根絶の原動力となりました。 

 大リーグの大谷翔平の本塁打50盗塁50の達成を日本国中

のファンが待ち望んでいました。最高の檜舞台での前人未

到の偉業達成に安堵した9月でした。 

 ご案内のように事務所通信は今月号で300回の発刊とな

ります。平成11年11月の創刊から25年、毎月所内で編集会

議を開き、印刷してきました。これからもご愛顧賜ります

ようお願い申し上げます。     （令和6年10月吉日） 

 上 川 路 会 計 通 信 

■本店 下荒田事務所  
 

■支店 名山町鹿児島ビル事務所 

税理士法人 上川路会計 
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300 号 

上川路会計通信300号 

～２５周年記念特集～ 
法人年表 事務所通信年表 年月日 

 事務所通信第１号発行 

平成11年 

（1999年） 

11月 

 事務所通信第100号発行 

平成20年 

（2008年） 

２月 

 
事務所通信第114号発行 

平成21年 

（2009年） 

４月 

上川路会計事

務所３５周年 
事務所通信第１５７号発行 

平成24年 

（2012年） 

11月 

 
事務所通信第177号発行 

平成26年 

（2014年） 

７月 

上川路会計事

務所４０周年 
事務所通信第２００号発行 

平成２９年 

（2017年） 

11月 

税理士法人化 事務所通信第２２８号発行 

平成３０年 

（2018年） 

１０月 

 
事務所通信第２４０号 

令和元年 

（2019年） 

１０月 

甲南永山事務

所支店開設 

事務所通信第２４９号発行 令和２年 

（2020年） 

７月 

荒田八幡事務

所開設（旧別府

会計） 

事務所通信第２５５号発行 令和３年 

（2021年） 

1月 

 

事務所通信第２６０号発行 令和３年 

（2021年） 

６月 

 
事務所通信第267号発行 

令和４年 

（2022年） 

1月 

法人設立５周年 

事務所通信第289号発行 令和５年 

（2023年） 

11月 

 
事務所通信第３００号発行 

令和6年 

（2024年） 

11月 

～上川路会計通信３００号までのあゆみ～ 

記念すべき第１号！！ 

第114号 

第200号 

第260号 

永山先生コラムスタート！ 

第2６７号 

セミナールームを開設！！ 

美恵野所長 

「随想」コラムスタート！ 

２００号特集記事 
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300 号 ～「ごあいさつ」で振り返る２５年～  
上川路会計通信５０号  

平成１５（200３）年１２月

「油断大敵」 
・東京国際女子マラソン

で、アテネ五輪の代表

選出を目指して出走し

たシドニー五輪金メダリ

ストの高橋尚子選手が

失速し２位。代表切符を

取れず 

上川路会計通信１５０号  

平成2４年（20１２）年４月 

「百家争鳴」 

・東日本大震災から一年 

・センバツ高校野球大会で

の石巻工業高校主将の被

災者に寄り添った選手宣

誓が記憶に残る 

・野田佳彦首相が今国会

で消費税増税を目指して

いるが、与野党で様々な

論争が巻き起こっている 

上川路会計通信１００号  
平成20（2008）年２月 

「昭和残照」 

・政界は福田康夫首相

VS小沢一郎民主党代表 

・松下電器産業がパナ

ソニックへ社名変更で、

「昭和の顔」とも言われ

た大経営者松下幸之助

氏の「松下」の名前が

社名から消えた 

【長生代表「ごあいさつ」にまつわる一問一答】 

Q１：表題の四字熟語を決めるときのこだわりは？    

  A：皆様に読んでもらえるように、ひと目で惹きつける言葉を探してきました 

Q2：毎月1500字近い文章を何十年も書き続ける原動力は？   

  A：あの時はそうだったと記憶が蘇るように、その月で一番印象深かったことを記録として 

    残したいという思いで続けています 

上川路会計通信２００号  

平成2８（20１６）年６月 

「同床異夢」 

・伊勢志摩サミットが開

催され、各国の首脳の思

惑の違いが浮き彫りに

なりながらも、一定の成

果を挙げた 

・オバマ米大統領が広島

の平和記念公園を訪れ、

原爆慰霊碑に献花し、格

調高い演説で世界に深

い感動を与えた 上川路会計通信２５０号  

令和２年（20２０）年８月 

「祝初戴冠」 

・鹿児島県知事選で、新人の塩田康一氏が初当選 

・コロナ感染拡大に歯止めがかからないなか、「Go To トラベル」キャンペーン」が東

京を除いて始まる 

・藤井聡太棋士がシリーズを制しタイトル獲得最年少記録を更新した（17歳11か月）  
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300 号 

2024 10

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 11/1 11/2 

スポーツの日 

〈８月決算会社申告書提出〉 

     １０月１５日まで 

      ・特別農業所得者への 

   予定納税基準額等の通知 

１０月１０日まで 
 

・源泉所得税の納付 

・住民税の特別徴収税額の納付 

■１０月中において各都道府県・ 

   市町村の条例で定める日 
・個人の道府県民税および市町村民税の第３期分の納付 

 １０月３１日まで 
 

・８月決算法人の確定申告 

・２月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告 

  １１月決算法人  第３四半期分 

   ２月決算法人  第２四半期分  

   ５月決算法人  第１四半期分 

・２・５・８・１１月決算法人・個人事業

者の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額が４，８００万円超の 

７月、８月決算法人を除く法人・個人事業

者の１月ごとの中間申告 

〈９月決算会社申告書提出〉 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 

振替休日 

  １２月２日まで 

・９月決算法人の確定申告 

・３月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告 

  １２月決算法人  第３四半期分 

   ３月決算法人  第２四半期分  

   ６月決算法人  第１四半期分 

・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者の 

 ３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額が４，８００万円超の 

 ８月、９月決算法人を除く法人・個人事業者

の１月ごとの中間申告 

・特別農業所得者の予定納税額の納付 

・所得税の予定納税額の納付（第２期分） 

１１月１１日まで 

 ・源泉所得税の納付 

 ・住民税の特別徴収税額の納付 

    １１月１５日まで 

    ・所得税の予定納税額減額申請       

■１１月中において各都道府県の条例で定める日 ・個人事業税の第２期分の納付 

2024 11

勤労感謝の日 

文化の日 
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300 号 ２０２４年１０月の経理・税務チェックリスト 

□ 7月に提出された算定基礎届などに基づいて、9月からは新たに定時決定された標準報酬月額を使用する

ことになります。従業員の給与からの社会保険料控除（翌月控除、当月控除）については各々の取扱いをご確

認ください。 

社会保険料定時決定結果の反映 

□ 今月より、地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、

金額および発効年月日を確認しておきましょう。１０月5日からの鹿児島県の地域別最低賃金は953円です。 

 （特定最低賃金は除きます）。 

最低賃金額の変更 

３月決算法人の中間申告の準備 

□ ３月決算で中間申告が必要な法人は、１１月の決算応当日までに中間申告と納税を行います。 

２０２４年１１月の経理・税務チェックリスト 

□ これから年末にかけて特に忙しくなり、思いがけない処理の誤りが生じがちです。日常的な業務も気を

抜かず、スケジュールを立てて事前準備とダブルチェックを加えるなど、ミスが起こりにくい体制を整えま

しょう。 

年末の多忙時の対策 

□ 年末調整は、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。従業員全員から申

告書や必要資料を収集したり、所得税の精算をする必要があるため、かなりの時間と手間が必要となる業

務です。令和6年分については、定額減税に関する事務（年調減税事務）も加わります。提出もれや添付忘れ

などがないように、回収期限を早めに設け、確認しましょう。 

年末調整の準備 

年末賞与の支払準備 
□ 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価

資料の配布などを行う必要があります。 

□ 年末から年度末にかけての資金繰りを確保するためにも、得意先管理を徹底して売掛金の回収に努め

る必要があります。営業に対して売掛金の回収状況などをまとめた資料を提出するなどのサポートを行い

ましょう。 

売掛金の回収 

６～７ページの会計・税務のQ＆A「令和６年分年末調整について」、同封の「第２６回KSCセミナー

『令和6年 年末調整の実務上の留意点』のご案内」をぜひご覧ください！！ 
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300 号 

テーマ テーマ テー 

会計・税務のＱ＆Ａ！ 

テーマ テーマ 
★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ 『令和６年分年末調整について』 

 ９月２４日、「令和6年分年末調整のしかた」などの『令和6年分の年末調整』に関する資料が公表

されました。令和6年分については、定額減税に関する事務（年調減税事務）が加わるため、例年より

も手間がかかることが予想されます。年調減税事務とは、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額

に基づき、年間の所得税額との精算をおこなう作業です。年調減税事務の手順などを今一度確認し、

しっかりと準備をしていきましょう。 

令和６年分定額減税についてのおさらい（所得税） 

【対象者】 

・令和6年分所得税の納税者 

・日本国内の居住者 

・令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下 

※給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を受

ける場合は2,015万円以下となります。 
 

【減税額】 

・本人：30,000円 

・同一生計配偶者または扶養親族：1人につき30,000円 
 

【給与所得者の場合の実施方法】 

・令和6年6月1日以降に最初に支払われる給与等（賞与を含む）の源泉徴収から、定額減税額を控除。 

・源泉徴収から控除しきれない分は、令和6年中に支払われる給与等の源泉徴収されるべき所得税等の額か

ら順次控除。 

国税庁HP参照 

年末調整における年調減税事務の手順 

●年調減税額の控除対象者の確認 

【配偶者・扶養親族に変更がないか確認注意！】 
 

♦令和６年６月以降の給与や賞与で月次減税を行っているが、年の途中で年調減税の対象でなくなった 

・給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が 1,805万円を超えると見込まれる人 

 （給与収入のみであれば年収2,000万円超） 

・海外留学等で年の途中で出国し非居住者となった人 

・同一生計配偶者・扶養親族で無くなった人（子供の就職、離婚、所得が４８万円を超えた等） 
 

♦令和６年６月以降の給与・賞与では対象とならなかったが、年調減税の対象となった

・令和６年６月以降に結婚や出産があった従業員  

・令和６年６月２日以後に採用した従業員  など



●令和６年分年調減税事務 300 号 
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詳細は国税庁ホームページ等でご確認下さい！。また、11月13日にKSCセミナー「令和

６年 年末調整の実務上の留意点」を開催いたしますので、ぜひご参加ください！！ 

●源泉徴収票への表示 

給与と徴収税額等の集計 

年調年税額の計算 

配偶者・扶養親族に変更がないか要確認！ 

令和 ６年分年末調整計算表  

※年調減税額の控除等の計算に対応 

○25  

○8  

○25  － ○8  過不足額の計算と清算 

配偶者・扶養親族に変更がある場合

は、会計ソフト等への入力をしっかりと

行いましょう！ 

      「源泉徴収時所得税減税控除済額90,000円、控除外額0円」 

      「源泉徴収時所得税減税控除済額80,000円、控除外額10,000円」 

      「源泉徴収時所得税減税控除済額90,000円、控除外額0円、非控除対象配偶者減税有」

■ 日  時    令和６年11月13日（水曜日） 13：30～15：00 

■ 会  場    ZOOMによるライブ配信  ■ 会  費     無料
■ お申込方法   ＱＲコード若しくは同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸして下さい。 

■ 申込締切            令和6年11月8日（金曜日） 

■ お問合せ    税理士法人 上川路会計 ＴＥＬ 099-252-7070 担当 福田・味園 

令和6年 年末調整の実務上の留意点 

講師：税理士法人 上川路会計 所長  公認会計士・税理士 上川路美恵野 

第26回ＫＳＣセミナー 
定額減税 

への対応 



 お彼岸を過ぎて日が短くなり、青く高い空はもこもことした雲の羊の遊ぶ原っぱのようで
す。 
 さて、読書の秋の今、現在かごしま近代文学館で特別企画展「椋鳩十 それぞれの顔」が
開催されています。（会期9月26日から10月28日）生誕120周年記念ということですが、
1905年に長野県の村に生まれ、鹿児島で教員となり、数々の文学作品を椋鳩十の筆名で発
表し、県立図書館長も務めました。 
 椋鳩十さんといえば「動物の物語を書いた児童文学作家」としての顔がまず浮かびます
が、本展示では、それだけにとどまらない多面的な姿を取り上げていて興味深く見てきまし
た。中でも戦争と平和に関わる二つのエピソードがこのご時世なだけに印象に残りました。 
 ひとつは、椋鳩十さんが動物をテーマにした作品を執筆するようになったきっかけです。 
 戦前、執筆していた小説が発禁処分を受けたり掲載時に伏字だらけにさせられたりと言論
統制が強まっていく中、動物たちの姿を借りて「生きることがどんなに尊いことか、愛し合
うということがどんなに美しいということかということを若い人々に語りかけたい」との信
念で書くようになったのだそうです。 
 代表作のひとつで鹿児島の栗野が舞台の「大造じいさんとガン」は、50年近く教科書に掲載されていま
す。この作品でも分かるように椋鳩十さんの動物の物語は、親子や仲間の情愛、時に奪い奪われる関係で
あっても双方が真摯に対峙し、精一杯に命を輝かせることの尊さを描き出し、時代や年代を超えて親しま
れ、大切なことを私たちに伝えてくれています。 
 そして、もうひとつは、戦後の「追放図書」とのかかわりでした。 
 終戦後、連合国軍は日本の軍国主義を推進したと思われる書籍等を焼却するよう各県の図書館に伝えま
す。県立図書館長に就任していた椋鳩十さんは、先代の館長の方針を踏襲して問題となった書籍を保管し続
け、焼却を行いませんでした。連合国軍の指示に従うように圧力をかけられても、戦前の日本政府の政策や
教育の実情を知るための資料を残す大切さを説き、これらの書籍を守ったといいます。 
 過ちは学んでこそ未来に活かすことができます。過ちをなかったことにしてしまえば、また同じ轍を踏ん
でしまうかもしれない。平和な未来を築くための大きな業績であったと感銘を受けました。 
会場で受け取った栞には「力一杯今を生きる」と言葉が添えられていました。 
 

「命のありがたさがわかると、今、自分のまわりにあるものが、みな、新鮮にみえるのだ。 
花が咲いている。若葉が、陽に輝いている。トンボがとんでいる。スズメが鳴いている。 
こういうものをみるにつけ、みんな、力いっぱい、今を生きているなあ。（リーフレットより）」 
 

 今日生きていることは、必ずしも当たり前ではない、と世界の情勢や過去を見て強く思いま
す。翻って、さて、私は？と自問しました。 
 秋の気配が日に日に濃くなってくると年末もすぐそこです。今年も力いっぱい生きたよ、と胸
を張れるようにしたいと思う秋の一日でした。 

 

随想 『 力いっぱいの秋  』 上川路美恵野 

晴天や力いっぱい山粧う   
    美恵野 
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 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないこ

とがあれば上川路会計にご

相談ください！ 

 また、お知り合いに開業予

定の方がいらっしゃいまし

たら是非ご紹介

ください！！ 

300 号 

編集委員 上川路美恵野 清水 関 鶴田 畠中(由） 横山 

■本店 下荒田事務所  
〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9 

℡ 099-252-7070 FAX 099-252-6400 
 

（旧 甲南永山事務所） 

℡ 099-255-3898 FAX 099-255-1992 

■支店 名山町鹿児島ビル事務所  
〒892-0821 鹿児島市名山町1-3鹿児島ビル4F 

℡ 099-223-3465 FAX 099-223-4348 

連絡先 ： 税理士法人 上川路会計 

 URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

上川路会計   検索 

 上川路会計通信300号～25周年記念特集～を発行することができました。特集記事を

作成するにあたり、過去の通信を読み直しましたが、歴代の編集委員が毎月事務所で

手作りで作成し、積み重ねてきた重みをひしひしと感じました。 

 事務所とお客様をつなぐ架け橋となりますよう、会計・税務に関する情報はもちろ

ん、コラムや研修のお知らせ、お客様の新規開業などの情報お届けしてまいります。 

 これからも、宜しくお願い致します。 

編集後記 

３００号 


